
石川県教育委員会文書管理規程 新旧対照表

改 正 案 現 行

庁 中 一 般 庁 中 一 般
出 先 機 関 出 先 機 関
教 育 機 関 教 育 機 関

体育施設管理事務所
武 道 館

（決裁等） （決裁等）
第 60条 起案文書又は閲覧に供する文書は、関係職員及び副校長、 第 60 条 起案文書又は閲覧に供する文書は、関係職員及び
教頭又は事務長を経て校長の決裁又は供覧を受けなければならな 教頭又は事務長を経て校長の決裁又は供覧を受けなければならな
い。 い。

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係）
文 書 番 号 の 記 号 文 書 番 号 の 記 号

課名又は出先機関名 記 号 課名又は出先機関名 記 号 課名又は出先機関名 記 号 課名又は出先機関名 記 号

庶務課 教 庶 生涯学習センター 生 セ 庶務課 教 庶 生涯学習センター 生 セ
以下略 以下略 以下略 以下略 白山青年の家 白 青

輪島漆芸技術研修所 輪 漆 輪島漆芸技術研修所 輪 漆
教育センター 教 セ 教育センター 教 セ

白山ろく少年自然の家 白 少
鹿島少年自然の家 鹿 少
能登少年自然の家 能 少
自然史資料館 自 史

金沢城調査研究所 金 城 金沢城調査研究所 金 城
体育施設管理事務所 体 施
武道館 武


